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松井事務局長 

 

（１０:３１） 

 そうしましたら、ただいまから議会運営委員会を行っていただきま

す。なお、委員会条例第７条第２項の規定によりまして、委員長が決

まるまでの間、年長委員が臨時に委員長の職務を行うことになってお

りますので、松田委員、よろしくお願いをいたします。 

松田 
臨時委員長 

 それでは、委員長が決まりますまでの間、臨時の委員長の職務をさ

せていただきます。皆さん、よろしくお願いいたします。 

 ただいまの出席委員数は全員でございます。 

 これより木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員会を開会し

ます。 

 本日の議題につきましては、お手元にお配りしております次第のと

おりであります。 

 なお、委員会条例第１３条の規定により、傍聴を希望する方がある

場合は、許可することといたします。 

 また、この会議の記録につきましては、委員会条例第２５条の規定

により、委員長が署名することになっておりますので、私と後ほど選

出されます委員長とで、後日、会議録を確認させていただきます。 

 したがって、発言の際は挙手をいただき、委員長の指名後にご発言

いただきますようお願いいたします。 

 議題に入ります。 

 議題その１「委員長の互選について」を議題といたします。 

 委員長の互選の方法についてでありますが、地方自治法第１１８条

第２項の規定及び議会運営申し合わせ事項の３に基づき、臨時委員長

からの指名推選で行いたいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

 
  （異議なしの声） 
 
 それでは、異議がないようですので、ただいまから指名をいたしま

す。 
 委員長には宮嶋良造委員を指名いたします。これにご異議ございま

せんか。 
 
  （異議なしの声） 
 
 異議がないようですので、宮嶋良造委員を委員長とすることに決定

いたしました。 
 それでは、一言ご挨拶をお願いいたします。 

宮嶋委員長  ありがとうございます。宮嶋良造です。 
 しっかりと職責を果たしていきたいと思います。 
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松田 
臨時委員長 

 それでは、委員長と交代をいたします。 

宮嶋委員長  宮嶋です。よろしくお願いいたします。 

 引き続いて、議題の２「副委員長の互選」についてを議題といたし

ます。 

 副委員長の互選の方法についてでありますが、地方自治法第１１８

条第２項の規定及び議会運営申し合わせ事項の３に基づき、委員長か

らの指名推選で行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 
  （異議なしの声） 
 
 異議もないようですので、ただいまから指名いたします。 
 副委員長には佐々木雅彦委員を指名します。これにご異議ございま

せんか。 
 
  （異議なしの声） 
 
 異議がないようですので、佐々木雅彦委員を副委員長とすることに

決定いたしました。 
 それでは、一言ご挨拶をお願いいたします。 

佐々木 
副委員長 

 よろしくお願いします。 

 前から議論しましたけれども、この議会においては時代にそぐわな

い規定が幾つかありますので、それも含めて皆さんと一緒に議論して

いきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

宮嶋委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 よろしいでしょうか。 

 次に、議題の３「議会選出監査委員について」を議題といたしま

す。 

 先ほどの全員協議会にて決定いたしました選考委員会の皆様によ

り、これから別室にて選考をお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

（１０：３９） 

  《暫時休憩》 
（１０：４５） 

 委員会を再開いたします。 
 選考委員会によって、監査委員に谷川光男議員を推薦することに決

定いたしました。これにご異議ございませんか。 
 
  （異議なしの声） 
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宮嶋委員長 
つづき 

 異議なしと認め、選考委員の選考結果のとおり決定いたします。 
 次に、議題の４「追加議事日程等について」、事務局から説明を求

めます。 
 事務局長。 

松井事務局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 それでは、本日の追加議事日程等につきまして、私のほうからご説

明をさせていただきます。 

 まずは、既に日程に追加をいただいております議事日程第１号の追

加１の最後、管理者の選挙についてご説明をさせていただきます。 

 本組合の管理者につきましては、組合規約第８条第２項の規定によ

りまして、組合市町の長のうちから組合の議会において選挙するとし

ております。 

 つきましては、去る５月１０日に開催いただきました本組合の管理

者会、こちらにおきまして木津川市長、谷口雄一氏を管理者として推

薦することを両市町の首長間において確認をされたことを受けまし

て、本案件につきましては選挙の方法を指名推選によることとし、議

長から木津川市長、谷口雄一氏を指名し、ご決定をいただければどう

かと考えております。 

 次に、事前に配付をいたしました追加議事日程第１号の追加２の案

及び議案書のほうをお願いいたします。 

 なお、この議案書の鑑の部分につきましては、この後、管理者が決

定した後、先ほど監査委員にご推薦いただきました谷川議員の氏名や

管理者名を記載して改めて議場にて机上配付をさせていただきます。 

 管理者の選挙が終わりましたら、暫時休憩を挟み、追加の日程をお

願いしたいと考えております。 

 まずは、決定された管理者からの挨拶をお願いし、その後、同意案

件２件、承認案件１件及び委員会の継続審査についてでございます。 

 追加日程第７及び第８の同意２件につきましては、それぞれ監査委

員の選任についてでございまして、同意第１号が先ほどご推薦いただ

きました議会選出の谷川光男議員を選任いただくもの、同意第２号が

識見委員として西井正氏を再任するものでございます。 

 なお、同意第１号につきましては議題とした際、地方自治法第１１

７条の規定によりまして谷川議員は除斥の対象となりますので、議長

の指示により議場からの退場をお願いいたします。議決後、入場が認

められた際に職員が案内に参りますので、それに従い議場のほうへ入

場いただきますようお願いいたします。 

 この同意２件につきましては、それぞれ提案説明、質疑の後、討論

を省略して採決をお願いしたいと思っております。 

 追加日程第９の承認１件につきましては、提案説明、質疑の後、討

論、採決をお願いしたいと思います。 

 最後に、追加日程第１０の「委員会の閉会中の継続審査及び調査」

につきましては、議会運営委員長からの申し出によるものをご決定い

ただきたいと思っております。 
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松井事務局長 
つづき 

 以上のとおり、ご説明並びにご提案とさせていただきます。よろし

くお願いをいたします。 

宮嶋委員長  今、事務局からの説明についてご意見等ございませんか。 

 佐々木さん。 

佐々木 
副委員長 

 同意案件と承認案件が出てくるんだけども、現在、私らがもらって

いる資料には管理者名が書かれてないんですよね。これはどういう扱

いになる。 

宮嶋委員長  事務局長。 

松井事務局長  先ほど、申し訳ございません、説明でうまく伝わらなかったかもし

れませんが、この後、管理者の選挙が終わりましたら暫時休憩をいた

だきまして、管理者名、それから同意第１号につきましては議会から

の推薦者名、これを入れたものをそれぞれ机上配付させていただきま

す。議案書の鑑のみ差替え、本日提案という形になりますので、差替

えのほうをよろしくお願いいたします。 

宮嶋委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 よろしいですか。 

 ほか、ご意見ございませんか。 

 

  （なしの声） 

 

 それでは、事務局の提案のとおり進めることといたします。 

 改めてご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議がありませんので、事務局の提案のとおり進めることといたし

ます。 

 議題の５「閉会中の継続審査及び調査申出書の提出について」を議

題といたします。 

 本件について、会議規則第７５条の規定により、議長に対しまし

て、本委員会に係る閉会中の継続審査及び調査申出書を提出したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議がないようですので、委員会終了後、この休憩中に提出するこ
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宮嶋委員長 
つづき 

とといたします。 

 次に、次第の３「その他」につきまして、事務局から何かございま

せんか。 

 事務局長。 

松井事務局長  そうしましたら、私のほうから次回の議会運営委員会の開催調整に

つきましてご提案のほうをさせていただきたいと思っております。 

 お手元に配付をいたしました議会申し送り事項について（令和５年

２月８日議会運営委員会決定）、こちらをご確認お願いいたします。 

 これにつきましては、先ほどの全員協議会でも少しご議論がありま

したので、内容についてはまた後刻、改めてご報告申し上げますが、

こちらのほうが前の議会運営委員会において本組合議会の運営につい

て議論をされてきた中、任期中に結論を得るに至らなかった内容につ

きまして、後の議会運営委員会に申し送るものとして整理された事項

がまとめられております。 

 そこで、この申し送り事項の取り扱いの協議、こちらを進めていた

だくに当たりまして、できるだけ近いうちに改めて議会運営委員会を

開催していただければどうかというふうに考えてございます。 

 つきましては、先ほどいろんなご議論もございました。まずは直近

で本日の臨時会、本会議終了後、恐らく午後の調整になるかと思いま

すが、時間を調整いたしまして、本日改めて委員会を開催していただ

くか、またはある程度の候補日を整備して後日の開催とするか、ご協

議をいただきましてご決定をいただければどうかと考えております。 

 なお、通常でいきますと本組合次回の定例会の開会は、１１月の予

定でございます。今後、本委員会におきまして円滑に申し送り事項の

確認や協議検討を進めていただくために、まずはそれらをスタートす

るための確認作業も含めた委員会とできればなと考えておりますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

宮嶋委員長  議会運営委員会の次回の開催日程についてであります。 

 今、事務局から提案いただきました。ご意見ございませんでしょう

か。 

 山本委員。 

山本委員  申し送り事項について様々な意見を申し上げたいところですが、い

かせん、内容がまだ分かりませんので、できるだけ速やかに次回議会

運営委員会を開いていただきたいですが、拙速にならないよう、ちょ

っとこちらも理解に時間もいただきたい。そこら辺のことをご配慮い

ただけたらなと思います。 

 以上です。 



 6

宮嶋委員長  事務局長。 

松井事務局長  先ほど、私、本日というようなお話もいたしましたが、その説明も

含めまして一回必要かと思っております。これが遅れますと、その分

また後々という形にもなりますので、第一の提案といたしましては、

本日午後からでも結構かと思いますので、時間調整いただけるのであ

れば、その説明の場というのを一度設けさせていただければなとは考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

山本委員  結構です。 

宮嶋委員長  今お手元にあります申し送り事項についての説明といいますか、ま

ずこれをやった上で、これを議論する委員会ということになりますの

で、まずは説明を受ける委員会をやってはどうかという具体的な話に

なりますけれども、いかがでしょうか。 

松田委員  それでいいです。 

宮嶋委員長  それでいいというのは、今日やるということでいいということです

か。松田さん。 

松田委員  大変かなり膨大な申し送り事項というのを頂戴していますので、一

定のご説明をしていただくのは今日していただいて、いろんな意見を

交換するといいますか、議運については後日時間を取っていただくほ

うが、それこそ先ほどおっしゃいましたか、できるだけ早い日程で調

整していただければというふうに思っておりますが、どうでしょう

か。 

宮嶋委員長  ほか、いかがでしょうか。 

山本委員  皆さん、ご都合が、今日の午後の予定もあったりとか。 

宮嶋委員長  佐々木さん。 
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佐々木 
副委員長 

 基本的には今、松田委員がおっしゃった方向でいいと思うんです

が、ただ、メンバーも代わっていることもあって、いわゆる前期の申

し送り事項以外の問題意識を持っている方もいらっしゃるかもしれな

いので、順序としては今日、前期の申し送り事項の説明を聞くと、一

定時間を待って、いわゆる追加項目とかあるんだったらそれを提案す

る時間を持って、６月のどこかで、もしくは７月の冒頭ぐらいに設定

をしていただくというのがスムーズに進められるのではないかとは思

っています。 

 以上です。 

宮嶋委員長  ほか、いかがですか、ご意見。 

 一つは、今１１時ですけれども、この後の議案、本会議の議案が終

わった後、終わった時点で判断しますけれども、仮にお昼になれば一

定の時間、お昼時間は取って昼から説明を聞く議運を開いて、その上

で次回、６月それぞれの議会もありますから、なかなかすき間を見る

のは難しいかも分かりませんが、佐々木さんからありましたような７

月の早いめにということで日程を決めて、今日は終わるということで

よろしいですか。 

 

  （はいの声） 

 

 そうしましたら、次回の議会運営委員会の開催は本日の臨時会終了

後に開催することといたします。ご異議ございませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

 異議がないようですので、次回の議会運営委員会の開催は本日の臨

時会終了後に開催することに決定いたしました。 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして木津川市精華町環境施設組合議会議会運営委員会

を閉会します。ご苦労さまでした。 

                        （１０：５７） 

 この議事録の記載は、適正と認めここに署名する 
 
 
 

臨時委員長               
 
 
委 員 長               

 


